
■ Identification（物件概要） 現在

熊本県熊本市北区下硯川1丁目7-81

徒歩 3 分

徒歩 15 分

Land Area （登記簿面積） ㎡ 坪

Land Effective Area （実測面積） ㎡ 坪

Present Situation （現況） 雑種地/道路

Land use of before now （従前の土地）

Structure （構造規模）

Building Area （延床面積） ㎡ 坪

Total Units （総戸数）

Completion Year （築年数）

Zoning （用途地域）

Building Coverage Ratio （建ぺい率）

Floor Coverage Ratio （容積率）

Sale Price （売買価格）

Unit Price （坪単価）

■ Description（物件説明）

サンバレーゴルフクラブ（ゴルフ練習場）
年間売り上げ約６０００万円＋太陽光売電４００万円
土地全10筆
現状有姿渡し・集落内開発指定区域内
（雑種地）32446.08㎡
（道路）1141.80㎡

株式会社　ユートピア不動産　熊本県熊本市東区長嶺南4丁目2-8　　TEL096-213-0077（物件担当：髙橋）

※この資料は、物件の概要書であり宅建業法に基づく重要事項説明ではありません。

物件管理No． prepared by Utopia Estate.

2024/2/1

Address　（所在地）

City
Planning
（都市計
画）

Building
（建物）

Property Type & Current Use （物件種別）

鉄骨造２階建

産交バス　白土バス停

JR鹿児島本線　西里駅

市街化調整区域

売ゴルフ練習場

10,160.3333,587.88

Transportation Access （交通）

Land
（土地）

1551.64

４５０，０００，０００円（税込）

Information

Property Name　（物件名称） サンバレーゴルフプラザ

2024/2/1

469.37
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法法３３４４条条１１１１号号指指定定区区域域  （（集集落落内内開開発発制制度度指指定定区区域域））ににつついいてて  

 

 

 

 

 

 

●指定区域内においては、表１に示す４種類の用途について、誰でも開発及び建築が可能 

 となります。 

●開発及び建築を行う場合は許可が必要となります。 

●指定区域内であっても、他法令の制限（優良農地・土砂災害警戒区域等）により建築で 

 きない場合がありますので、必ず所管部署に確認してください。 

 

  

通常規模のコンビニや小規模なスーパーが可能日常生活に必要な店舗（コンビニ、理容店等）が可能

１戸の床面積５０㎡以上人的要件を廃し、誰でも建築が可能となる。

日用品販売店舗店舗併用住宅

共同住宅戸建て住宅

通常規模のコンビニや小規模なスーパーが可能日常生活に必要な店舗（コンビニ、理容店等）が可能

１戸の床面積５０㎡以上人的要件を廃し、誰でも建築が可能となる。

日用品販売店舗店舗併用住宅

共同住宅戸建て住宅

高さ１０ｍ
以下

敷地面積200㎡以上
500㎡以下

外壁後退距離
１ｍ以上

建ぺい率４０％以下、
容積率80％以下

建築基準法上の道路

高さ９ｍ
以下

敷地面積２００㎡
以上500㎡以下

外壁後退距離１ｍ以上

建ぺい率３０％以下、容積率80％以下

建築基準法上の道路
敷地の１０％
以上の緑地

高さ１０ｍ以下
敷地面積200㎡以上

500㎡以下

外壁後退距離
１ｍ以上

建ぺい率４０％以下、容積率80％以下

店舗部分の床面積は150㎡以
下かつ１階の２分の１以上

敷地の１０％
以上の緑地

建築基準法上の道路（敷地外周の１/6以上接すること）

住宅部分の
延床面積は
150㎡以下

高さ９ｍ
以下

外壁後退距離１ｍ以上

幅員９ｍ以上で、歩道を有する道路（敷地外周の
1/6以上接すること）

敷地の１０％
以上の緑地

建ぺい率３０％以下、容積率80％以
下、延床面積500㎡以下

■指定区域に関するお問い合わせ → 都市政策課（096-328-2502） 

■指定区域内における許可基準・手続きに関するお問い合わせ → 開発景観課（096-328-2507） 

 本市では地域コミュニティの維持を目的として、用途や形態規制等の特定の基準を

満たせば、市街化調整区域内においても、誰でも開発や建築が可能となる、都市計画

法３４条１１号に基づく区域（集落内開発制度指定区域）の指定を行っております。 

※平成２２年４月１日運用開始、平成２７年１０月２３日区域変更（最終） 

表１ 


